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＝季節のコラム＝ 

 温かい飲み物がほしくなる

季節です。コーヒーもいいで

すが、紅茶もいいですね。 

 11月1日は『紅茶の日』。

1791(寛政3)年のこの日、

ロシアに漂着した大黒屋光

太夫が、女帝エカテリーナ

の茶会で、日本人として初

めて紅茶を飲んだ、とされ

ているからだとか。 

紅茶が日本に初めて輸

入されたのは明治２０年。け

れど日本には緑茶があった

ため、なかなか定着せず、

大阪・堂島に日本初の紅茶

専門店ができたのは、昭和

２７年になってからでした。 

 紅茶ポリフェノールは、風

邪を予防するといいますか

ら、これからの季節にぴった

りの飲み物ですね。 

     （事務局：鹿島） 

１、法施行後、初の白書 

川東社会保険労務士事務所・ＫＣサポート株式会社 

２、残業８０時間超えと企業の体質 

政府は、平成26年に施行された「過

労死等防止対策推進法」に基づき、年

次報告書「過労死等防止対策白書」を

初めて公表しました。 

この白書には、業界ごとの長時間労働

の現状や過労死等の実態を解明するた

 今月は、「詩集 念ずれば花ひらく」（著者：坂村 真

民 出版：サンマーク出版）をご紹介します。 

 読めば読むほど味のある詩です。 

 頭の痛いこともありますし、自分の胸にじっと手をあて

て考えてみる・・・なんてことも。 

 坂村さんの詩はとても有名ですので、各地に石碑も

たっています。ご興味のある方は、訪ねてみるのもいい

かもしれないですね。 

３、お勧め本 

天満橋（地下鉄谷町線・京阪線）より徒歩6分 

 ★ 所長（かわひがし）プロフィール ★ 

 大阪府守口市出身。生粋の大阪人です。 

年令はナイショですが、機動戦士ガンダムの世代

（ファースト）です。（大体分かりますね） 

 前職は、病院で臨床検査技師を１０数年してお

り、途中で社会保険労務士をめざし、勉強してやっ

と資格をとりました。 

 事務所を守口市に構えてから、１年後には、大阪

市中央区に移転し、現在の事務所に4年ほど前に

移っております。 

 独立してからは１０年以上になりましたが、少しは

貫禄（？）がでてきてもいいのにと思う今日この頃で

す。（まだまだですが） 

 これからも、皆様のご相談に親身に乗らせていた

だきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

★ 事務所・所長の近況 ★ 

 ＜10月＞ 

・食欲の秋です！秋刀魚を食べましたが、やっぱり美味 

しい！！大好きです。 

・仕事は、前半は先月に引き続き、セミナーレジュメ作

成と、セミナーの実施で終わってしまいました。 

・後半は毎月のルーチンワークに戻りましたが・・・郵便

局に行くと、「年賀状はいかがでしょうか？」という案内

が・・・「えーっ、もうそんな時期？」と思いつつ、事務所

通信も１１月号を迎えています。やっぱり１年は早いもの

ですね。 

※ 当事務所が保有する個人情報は、当事務所が 販促

サービスでの利用を目的とし、その他には個人情報を利用

いたしません。今後このようなサービス(ＤＭ等）が不要な場

合には、お手数ですが、当事務所までご連絡下さいますよ

う、お願い致します。 

 〒540 - 0036  

 大阪市中央区船越町2 - 1 - 5  吉見ビル２Ｆ 

    併設 ＫＣサポート株式会社  

★ ご案内 ★ 

人事労務等のご相談があ

りましたら、お気軽にお問

い合わせください。 

☎   06 - 6941 - 7113   

fax  06 - 6941 - 7114  

営業時間  

 9 ：00 ～１８:００ 

土日祝休み 

企業へのアンケート調査によると、1年

のうち1カ月の時間外労働時間が最も長

かった正規雇用従業員について、過労

死ラインとされる時間外労働時間月80

時間を超える、と回答した企業は22.7%

でした。 

業種別に見てみると、「情報通信業」

（44.4%）が最も多く、「学術研究、専門・

技術サービス業」（40.5%）、「運輸業、郵

便業」（38.4%）が続いています。 

また、残業の発生する理由としては、

「業務量が多い」「人員不足」「業務の繁

閑の差が激しい」「顧客からの不規則な

要望に対応する必要がある」等を挙げる

企業が多くなっています。 

労働者への「残業時間別の疲労度蓄

積度、ストレスの状況」の調査では、残業

時間が長いほど「疲労蓄積度」と「ストレ

ス」が高いと判定される割合が多く、正

社員の36.9％が高ストレスと判定された

ことがわかりました。  

めの調査研究、平成27年度に行われ

た過労死等防止対策の取組み、民間

団体の活動等が記載されており、過労

死や過労自殺の現状やその防止策な

どが、280ページにわたってまとめられ

ています。 

 また、白書の第3章では、過労死等の

防止のための対策の実施状況が報告さ

れています。  

 ご存じのとおり、電通では残業を苦に

社員が自殺したというニュースが流れま

した。監督署も調査には何度か入ってい

るようです。企業の体質といえばそれま

でですが、減らそうとしてもなかなか思い

どおりにいかないのも事実ですね。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%82%E5%B3%B6

